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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  本日の日程に入ります前に、６月１０日に行いました一般質問において、質問内

容を精査するため、最終日まで時間をいただいておりましたので、その報告をさせ

ていただきます。会議録作成にあたり、一部聞き取れない言葉などがあります。発

言に際しては、常に録音されていることを認識し、最大限マイクに近づき、ゆっく

りかつ明瞭に発言するよう再度お願いいたします。 

  なお、発言内容を慎重に検討し、一部文言及び字句等の訂正と取り消しを行って

おります。 

  ご協力ありがとうございました。 

  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  それでは、日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、議案第３９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第２

号）」〔令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について〕を

議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第３９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第２号）」 

  〔令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について〕 

  本議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和元年度篠栗町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）について専決処分をしたので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、議会の承認を求められたものであります。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億２,０９９万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億７,０２４万９,０００円とするもの

です。 

予算の内容は、平成３０年度国民健康保険特別会計予算に歳入不足が生じたこと

に伴い、令和元年度の歳入を繰り上げて措置するためです。 

全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 
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当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、承認です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３９号は、委員長報告のとおり承認されました。 

  日程第２、議案第４０号「篠栗町手数料徴収条例の制定について」を議題といた

します。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４０号「篠栗町手数料徴収条例の制定について」 

  本議案は、町が特定の者のためにする事務について、適正かつ公平に手数料を徴

収するため、篠栗町手数料徴収条例を全部改正することについて、議会の議決を求

められたものであります。 

  改正の主な内容は、標準的な証明に関する発行手数料を「３００円」とし、「２

００円」で規定されていた手数料を「３００円」に増額改定し、職員が行う複写・

出力を手数料として新規に規定するものです。 

  なお、この条例は令和２年４月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第４１号「篠栗町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４１号「篠栗町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例の制定

について」 

  本議案は、行政改革の推進に関する事項について、篠栗町行政改革推進委員会の

委員数を増員し、より幅広い視点で審議を行うため、本条例の一部を改正すること

について、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、委員の数を「１２名以内」から「１５人以内」に増員するも

のであります。 

  なお、この条例は公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 



－ 69 －

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第４２号「篠栗町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第４２号「篠栗町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」 

  本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため、関係

法律の整備に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正

する政令が制定されたことに伴い、被災者支援の充実を図るため、本条例の一部を

改正することについて、議会の議決を求められたものです。 

  改正の主な内容は、償還方法の追加、保証人の要件緩和、貸付利率の見直しを行

うものです。 

  なお、この条例は公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 
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○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第４３号「篠栗町土木工事負担金徴収条例の一部を改正する条例

の制定について」を議題といたします。 

  本案に対する総務建設常任委員長からの報告は、会議規則第７５条の規定により、

タブレットに掲載のとおり、閉会中の継続審査とする申出書が提出されております。 

  お諮りします。 

  本案を委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立

願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４３号は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とするこ

とに決定いたしました。 

  日程第６、議案第４４号「篠栗町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第４４号「篠栗町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」 

  本議案は、篠栗町水道事業の事業認可変更に伴い、水道事業の経営の規模に関す

る各数値を変更するため、本条例の一部を改正することについて、議会の議決を求

められたものです。 

  改正の主な内容は、給水人口及び１日最大給水量を改正するものであります。 

  なお、この条例は、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） もし、審議の途中で話が出てたのなら、規模縮小の理由を教
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えていただけますか。 

  規模縮小の理由。 

○議長（阿部 寛治） 栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） これは人口減少及び節水機器の発達によるも

のと報告があっております。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） いいですか。 

  質疑はありませんか。 

  なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第４５号「工事請負変更契約の締結について」〔篠栗北地区産業

団地造成工事〕を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

 古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４５号「工事請負変更契約の締結について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地造成工事について、変更契約を締結するため、篠

栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求められたものであります。 

  主な変更内容は、伐根材のチップ化、残土搬入先を民間へ搬入する必要が生じた

こと、切土法面のすべり面が確認されたことによるアンカー工の設置、盛土の円弧

すべり対策として地盤改良、補強土壁の土質改良に伴う変更であり、工事費４億５,

２６８万３,６２０円を増額し、総額２５億１,０９９万８,９２０円で変更契約を

締結しようとするものであります。 
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  なお、増額の内容が明らかな当初計画での調査不足であること、増額分が当初契

約額から比較すると高すぎるなどの意見が出ております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  はい、今長谷議員。 

○議員（今長谷 武和） お聞きいたします。 

  この工事をですね、施工するにあたり、工事の延長というのは出てくるんでしょ

うか。それともう一つですね、今後、まだ追加予算っていうのは出てくるんでしょ

うか。 

  その２点についてお聞きいたします。 

○議長（阿部 寛治） 委員会での質疑ですか。 

  議案に対する質疑ですか。 

  委員長報告に対しての質疑ですか。 

○議員（今長谷 武和） 委員長報告に対しての質疑です。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） ただいまの今長谷議員の２問の質疑内容につ

きましては、委員会の中ではそういう質疑は出ておりません。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） ほかに質疑ありませんか。 

  なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  反対討論から、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 議席番号２番、横山和輝でございます。 

  私は、本議案に次のような理由で反対いたします。 

  本案は、北地区産業団地造成工事の契約額を元契約額の２２％にあたる４億５,

２００万円強増額し、変更契約を行うために提出された議案であります。 

  請負契約時の工事積算額は、当初概算工事費の約６割増しに膨れ上がっていたと

のことでしたが、さらに今回２割強増額となれば、当初概算の約２倍近い工事積算
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額になります。 

  また、変更内容の説明に必要な写真や資料が不足していたこと、納得するにはほ

ど遠い説明であったため、本案に反対いたします。 

  ちなみに、今回提出された変更契約額を含めた収支の差は、金利を含めると１１

億円の赤字となります。これを執行部が試算された企業誘致後の固定資産税及び法

人住民税の総額１億６,０００万円の増収で補填すると仮定した場合、町税の増収

の７５％、こちらは地方交付税がカットされることや、長期借入金の金利を差し引

くと年間に約３,５００万円程度の補填となり、従って返済に３０年以上かかるこ

とになります。この開発が、町の将来に大きな禍根を残す恐れがあります。 

  このことを強く申し上げ、私の反対討論を終わります。 

○議長（阿部 寛治） 次に、賛成討論はありませんか。 

  はい、松田議員。 

○議員（松田 國守） 議席番号１１番、松田でございます。 

  議案第４５号「工事請負変更契約締結について」賛成の立場で討論いたします。 

  この工事変更契約は、平成３０年２月６日に若築建設と締結した篠栗北地区産業

団地造成工事の変更であり、開発事業の大部分を占めている根幹にかかわる工事で

あります。 

  主な変更点は、県土整備事務所との協議により、工期６月から９月の鳴渕ダムへ

の搬入予定の残土を民間処分場へ搬入したことや、すべり法面が確認されたことに

より、アンカー工の施行、地盤改良、土質改良等が必要となったもので、契約額４

億５,０００万円余りの増額となっておりますが、いたし方ない変更であると考え

ます。 

  当町において、篠栗北地区産業団地開発事業は、企業誘致を目的とする町政はじ

まって以来の大事業であります。そもそも、九大演習林跡地は山林であり、そのま

ま所得しておいても、固定資産税を得ることはできない土地でありますが、当該地

は国道２０１号線並びに県道猪野篠栗線に面しており、交通の便利がよく立地条件

が大変よいところから固定資産税の税収が期待できる土地であります。 

  今回の変更契約で事業費がかさみ、しばらくは財政負担も生じます。 

  しかし、将来の収入でカバーできる許容範囲と考え、賛成の意を表明いたします。 

  以上で終わります。 

○議長（阿部 寛治） 次に、反対討論はありませんか。 

  賛成討論はありませんか。 
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  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 賛成多数と認めます。 

  よって、議案第４５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第４６号「工事請負変更契約の締結について」〔篠栗北地区産業

団地１号調整池築造工事〕を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４６号「工事請負変更契約の締結について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地１号調整池築造工事について、変更契約を締結す

るため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決を求められたものであります。 

  主な変更内容は、施工箇所における地盤改良について固化材の添加量を変更した

こと、既存の水路を撤去したこと、施行中の法面にすべりが発生したため土工を変

更するものであり、工事費１６８万６,９６０円を減額し、総額１億６,７８７万３,

０４０円で契約変更を締結しようとするものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 
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  よって、議案第４６号は、委員長報告とおり可決されました。 

  日程第９、議案第４７号「工事請負変更契約の締結について」〔津波黒地区法面

補強工事〕を議題といたします。 

  本案も、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

 古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４７号「工事請負変更契約の締結について」 

  本議案は、津波黒地区法面補強工事について、変更契約を締結するため、篠栗町

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求められたものであります。 

  主な変更内容は、工期短縮を行うため、Ｇ工区の工法変更、アンカーを施工する

にあたり、濁水処理設備を設置する必要が生じたことによる変更であり、工事費１

億７,０６９万２,９２０円を増額し、総額１０億６６１万２,９２０円で変更契約

を締結しようとするものであります。 

  なお、設計コンサルタントが当初設計したものから発生した変更事案については、

当該コンサルタントが負担すべきなどの意見が出ております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  はい、反対討論ですね。 

  横山議員。 

○議員（横山 和輝） 議席番号２番、横山和輝でございます。 

  議案４５号に引き続き、本案も反対の立場で意見を申し上げます。 

  本案は、津波黒地区法面補強工事の契約額８億３,５００万円強を１０億６００

万円強に増額変更するために提出された議案であります。 

  変更理由は、工期を短縮するためにアンカー工法で法面補強を行っていたものを、
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途中から施工期間が短くて済む別のアンカー工法に切り替えるためとのことであり

ました。 

  しかし、工期の終了時期の令和元年６月２８日に変更がないことから、説明を受

けた工期短縮は、単に請負業者が工期内に工事を終了できないことから、施工単価

がより高額な工法へ変更が行われた疑いが強く、そのため１億７,０００万強の増

額変更契約を行うことなど、到底許されるものではないことを申し上げ、反対討論

を終わります。 

○議長（阿部 寛治） 次に、賛成討論はございませんか。 

  はい、松田議員。 

○議員（松田 國守） 議席番号１１番、松田でございます。 

  議案第４７号の工事請負変更契約の締結は、津波黒地区の安全・安心を確保する

ことは当然のことであり、新たに整備される篠栗北地区産業団地内を通る町道の保

全のためにも必要な事業であると認識いたします。想定が曖昧と言わざるを得ない

部分もありますが、何よりもまずは、町の防災力を高め、強靱化を図る必要がある

と思います。 

  こうした点を考慮すると、議案４７号は重要な位置づけであり、事業も竣工に近

づいておることから、本案に賛成の意を表し討論といたします。 

○議長（阿部 寛治） 反対討論はありませんか。 

  賛成討論はございませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 賛成多数と認めます。 

  よって、議案第４７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第４８号「令和年度篠栗町一般会計補正予算（第１号）につい

て」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４８号「令和元年度篠栗町一般会計補正予算（第１号）について」 

  元号を改める政令の施行に伴い、施行日以降は、「平成３１年度篠栗町一般会計
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予算」の名称を「令和元年度篠栗町一般会計予算」とし、予算書における年度表記

については、「平成３１年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、「平成３

２年度」以降も同様とするものです。 

  本議案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ８,４０１万６,０００円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０２億３,９２４万とするものです。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第４９号「令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４９号「令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて」 

  本議案は、令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、歳入歳出それぞれ１

５５万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億７,１

８０万４,０００円とするものです。 

  予算の内容は、全て人事異動に伴う人件費の補正です。 
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  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第５０号「令和元年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第５０号「令和元年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて」 

  本議案は、令和元年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に、歳入歳出それぞれ

４３６万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,２

８７万８,０００円とするものです。 

  予算の内容は、全て人事異動に伴う人件費の補正です。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 
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○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第５１号「令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正

予算（第１号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第５１号「令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第１

号）について」 

  本議案は、令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計に既決の予算第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額から、収益的支出２９万９,０００円を減額し、

収益的支出の予定額を８億７,３６７万１,０００円とし、収益的支出額に対し２,

３４３万４,０００円の黒字予算とするものであります。 

  予算の内容は、支出において人件費の減額補正です。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第５２号「令和元年度篠栗町水道事業会計補正予算（第１号）

について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第５２号「令和元年度篠栗町水道事業会計補正予算（第１号）について」 

  本議案は、令和元年度篠栗町水道事業会計に既決の予算第３条に定めた収益的収

入及び支出の予算額から、収益的支出１７９万２,０００円を減額し、収益的支出

の予定額を５億２,３０８万５,０００円とするものであります。 

  なお、収益的支出に対し２２２万６,０００円の黒字予算とするものであります。 

  予算の内容は、支出において人件費の減額補正です。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 
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○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１５、発議第１号「篠栗町自然環境・新エネルギー対策特別委員会の設置

に関する決議」を議題といたします。 

  本案は、議員全員による発議ですので、直ちに採決を行います。 

  発議第１号について、本案に賛成の方のご起立を願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

  なお、ただいま設置されました「篠栗町自然環境・新エネルギー対策特別委員

会」の正副委員長については、議長が指名したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名いたします。 

  委員長に、４番 古屋 宏治 議員。副委員長に、２番 横山 和輝 議員 を指名い

たします。 

  日程第１６、発議第２号「篠栗北地区産業団地整備事業特別委員会の設置に関す

る決議」を議題といたします。 

  本案も議員全員による発議ですので、直ちに採決を行います。 

  発議第２号について、本案に賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治）全員賛成と認めます。 

  よって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。 

  なお、ただいま設置されました「篠栗北地区産業団地整備事業特別委員会」の正

副委員長については、議長が指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名いたします。 

  委員長に、４番 古屋 宏治 議員。副委員長に、６番 栗須 信治 議員を指名いた

します。 

  日程第１７、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 
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  総務建設、文教厚生、両委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元のタ

ブレットに掲載のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。 

  お諮りいたします。 

  両委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

  ここで、タブレットにメール送信しておりました委員会の閉会中の調査結果につ

いて、質疑等があれば受けたいと思います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  次に、お諮りいたします。 

  本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則

第４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治）  異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字

等の整理、訂正は議長に委任していただくことに決定いたしました。 

  以上で、本定例会の日程は、全て終了いたしました。 

  ここで、町長何か発言することがありましたら許可いたします。 

  はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 令和元年第２回定例会の閉会にあたり、ご挨拶申し上げます。 

  長期間にわたるご審議、誠にありがとうございました。 

  繰上充用に伴う「令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算について」の

専決処分の承認を求めることについて、「篠栗町手数料徴収条例の制定について」

をはじめ条例案５件、工事請負変更契約の締結について３件、令和元年度補正予算

５件の上程いたしました１４議案のうち１３議案について、可決いただきまして誠

に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  議案第４３号「篠栗町土木工事負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」は、総務建設委員会において、条例が制定された場合の公平な運用について

様々なご意見を賜り、協議いたしました結果、条例内容をもう少し検討する必要が
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あると判断し、継続審査をお願いいたしました。次回、議会定例会において再度ご

説明をし、ご協議を賜りたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

  ６月１０日の一般質問、６月１１日の総務建設常任委員会でのご意見、また、本

日の採決の場における反対討論にもありましたが、篠栗北地区産業団地整備事業に

ついては、これまでに経験したことのない事業規模であること、当初想定以上に事

業費がかさんでいること、また併せて行っております津波黒地区法面補強工事につ

いても、当初計画から工事内容を大きく変更しておりますことについて、計画段階

から無理があったのではないか等、心配のご意見を多くいただきました。そうした

内容につきましては、これまで篠栗北地区産業団地整備事業特別委員会を開催いた

だき、逐次ご説明をしているところでございます。現在、造成工事も５０％程度終

了し、今後は計画通りの完了を目指して工事を進めている状況でございます。 

  令和２年４月末には造成工事を完了し、所定の検査等を受けた後、８月ごろには

購入企業に引き渡しできる段取りとなっております。その後は企業において工場建

設が始まり、令和３年末には食品系工業団地完成の運びになる見込みでございます。 

  平成２７年１２月に取り組みを表明して以来、６年間の大事業でございますが、

必ずや篠栗町の将来において町を牽引するシンボルとなる事業と考えております。

事業の計画性・採算性をご心配されて反対してある議員の皆様におかれましても、

必ずや杞憂に終わったと喜んでいただけますよう最大限の努力をしてまいりたいと

考えております。 

  本日、新たに議員提案により設置となりました篠栗北地区産業団地整備事業特別

委員会において、事業の進捗等につきましては、遅滞なく詳細なご報告をしてまい

りますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  国においては、働き方改革の中なかで元気な高齢者に対してどこまで雇用の機会

を増やし、安心して老後の生活をできる環境を整備していくかということが真剣に

議論されております。高齢者人口がピークとなる２０４０年までのまちづくりのあ

り方、それ以降の急激に訪れるとされる人口減少社会を見据えた長期的な視点につ

いても、議会の皆様と議論しながら、篠栗町が将来においてもしっかりとその存在

感を発揮できる町となるよう、それぞれの立場で努力していくことができれば幸い

でございます。議会におかれましても、自治の両輪として引き続きご協力賜ります

ようお願い申し上げまして、令和元第２回定例会の閉会の挨拶といたします。長期

間どうもありがとうございました。 

○議長（阿部 寛治） 以上で、本定例会の日程は、全て終了しました。 



－ 84 －

  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、令和元第２回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時５３分 
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